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女性職員の活躍のための 

鹿児島県特定事業主行動計画 
 

Ⅰ 総論 

 

１ 計画の趣旨 

○ 女性の職業生活における活躍を推進し，男女の人権が尊重され，かつ，

急速な少子高齢化の進展，国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変

化に対応できる豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的として，平成

２７年８月に女性活躍推進法（以下「法」という。）が制定されました。 

○ この法律において，国及び地方公共団体の機関は，女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関し，目標，取組の内容及び実施時期を記載した「特定

事業主行動計画」を策定することとされています（法第１９条）。 

○ また，平成２７年６月に取りまとめられた「女性活躍加速のための重点

方針２０１５」では，女性参画拡大に向けた女性の採用･登用等の積極的な

取組などを通じて，女性活躍に向けた動きを更に加速させる必要があると

されました。 

○ なお，法の成立時，有効期限は令和８年３月３１日までとされていまし

たが，令和１８年３月 31 日まで１０年間延長されました。 

○ こうした状況を踏まえ，女性活躍の観点から，女性の採用･登用の拡大や

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進に積極的に取り組む

ために，「鹿児島県特定事業主行動計画」を策定し，実施することとしまし

た。 

 

２ 計画の対象 

○ この計画が対象とする職員は，知事，議会議長，選挙管理委員会，代表

監査委員，人事委員会，各海区漁業調整委員会及び工業用水道事業の管理

者の権限を行う知事がそれぞれ任命する職員とします。 

 

３ 計画期間及び実施時期 

○ この計画の期間は，令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの

５年間を前期とし，令和１３年４月１日から令和１８年３月３１日までの

５年間を後期とし，各項目について実施します。   
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４ 計画の推進体制 

○ 女性の活躍推進に向けた取組を効果的に推進するため，各部局の主管課

長等を構成員とする「特定事業主行動計画策定・推進委員会」を設置して

います。 

○ 本計画の推進に当たっては，各年度に，特定事業主行動計画策定・推進

委員会において把握した結果や職員のニーズ等を踏まえて，その後の取組

の実施や計画の見直し等を図ります。 

 

５ 計画の周知 

○ 本計画については，職員が知りうるように電子メールによる送付など適

切な方法で周知するとともに，職員研修の実施等を併せて行うことにより，

周知の徹底を図ります。 

 

６ 計画の実施状況の点検及び公表 

○ 本計画に基づく取組の実施状況については，前年度の取組状況や目標に

対する実績等について点検等を行い，その結果をその後の対策や計画に反

映させます。また，ホームページへの掲載により公表することとします。   



3 
 

Ⅱ 女性の活躍に向けた課題及び具体的な取組 

 

１ 採用 

(1) 現状 

採用者に占める女性職員の割合(令和８年４月１日採用見込) 

４４．７％ 

職員に占める女性職員の割合(令和８年４月１日現在（速報値）) 

３１．９％ 

非常勤職員に占める女性職員の割合(令和７年４月１日現在) 

６２．５％ 

 

(2) 課題 

職員全体に占める女性職員の割合は，３１．９％（令和８年４月１日現

在（速報値））となっていますが，直近の採用者数に占める女性職員の割

合は４４．７％（令和８年４月１日採用見込）となっており，近年の採用

者数に占める女性の割合は，概ね４０％台となっています。 

このままの傾向で推移すれば，職員全体に占める女性職員の割合は増加

していくものと考えられます。 

今後ともこの傾向を維持するためには，本県を志望する女性の割合を引

き上げ，引き続き，志望者数の確保に向けて取り組む必要があります。 

 

(3) 具体的な取組 

受験者等の確保のために行う下記の機会を通じて，女性にとっても働き

やすい職場であることをＰＲします。 

・受験者確保のための職員ガイダンスの実施 

・受験機会を増やすための採用試験の都市部での開催 

・採用者確保のための合格者への採用前セミナーの開催 

 

(4) 目標 

採用試験からの採用者に占める女性職員の割合４０％以上を目指しま

す。
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２ 職域拡大･計画的育成とキャリア形成支援 

(1) 現状 

部門別・地区別の女性職員配置状況（令和７年４月１日現在） 

 

〈部門別〉  〈地域別〉 

総務部 ４１．５％ 本庁 ３４．５％ 

総合政策部 ２９．７％ 鹿児島市周辺(伊集院含)３５．７％ 

観光・文化スポーツ部  ３３．７％ 南薩地区 ２０．５％ 

環境林務部 ２２．１％ 北薩地区 ２４．３％ 

保健福祉部   ５０．０％ 姶良・伊佐地区 ２６．０％ 

商工労働水産部 ２５．４％ 大隅地区 ２５．３％ 

農政部 ２３．４％ 熊毛地区 ２９．４％ 

土木部 １３．２％ 大島地区 ２７．９％ 

危機管理防災局  ７．１％   県外      ２６．２％ 

出納局 ３８．９％ 

県立短大事務局 ５２．６％ 

選挙管理委員会  ０．０％ 

労働委員会 ４４．４％ 

監査委員事務局 ４７．４％ 

工業用水道部  ０．０％ 

人事委員会 ５５．０％ 

県議会事務局 ５２．８％ 

海区調整委員会 ２５．０％ 

定数外・派遣等 １９．７％ 

 

 

将来の人材育成を目的とした教育訓練の男女別受講状況 

〈令和６年度自治研修センター研修女性職員比率〉 

一般研修 ３６．２％ 

チャレンジ研修※1 ４１．６％ 

リーダー育成研修※2 ３７．７％ 

受講生全体 ３８．１％ 

 

※１ チャレンジ研修 …自主的に職務能力の開発に取り組むことができるよう実施している選択制
の研修 

※２ リーダー育成研修…新規採用職員アドバイザー制度におけるアドバイザーを対象に，アドバイ
ザーとしての心構えや相談の技法等について行う研修（新規採用職員アドバ
イザー研修），女性職員を対象に，女性の活躍を支援するための研修（女性
職員キャリアサポート研修）等 
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(2) 課題 

部門別の配置状況については，事務職員の配置割合が比較的多い部門に

おいて女性職員の配置割合が高くなっており，技術職員の配置割合が高い

部門においては，男女比が大きく異なることにより女性職員の割合に影響

を及ぼしています（保健福祉部（保健師），土木部（土木技師），農政部

（農業技師）等）。 

また，一部の部門においては，女性職員が配置されていない状況となっ

ています。 

現在配置されている部門や地区の配置割合を踏まえた新たな職域拡大が

課題となっています。 

キャリア形成支援の一つである研修実績については，すべての研修メニ

ューにおいて，全職員に対する女性職員の割合２８．６％（令和６年４月

１日現在）を上回っており，更なる受講促進のため，受講しやすい研修機

会の環境整備に努めていく必要があります。 

 

(3) 具体的な取組 

ア 職域の拡大等 

(ア) 人事異動についての配慮 

 人事異動に当たっては，職員の家庭事情などに可能な限り配慮しな

がら，職員の経験，能力等を総合的に判断して，適材適所の配置を行

ってきました。 

 今後さらに，将来の管理職候補となるべき女性の育成を図るため，

多様な業務への積極的な配置や政策形成能力が必要とされる業務へ

の配置などに配慮します。 

(イ) 庁内公募 

女性職員向けの庁内公募により，女性自身の個性と能力を発揮でき

る場を自発的に選択できる仕組みを検討します。 

イ 計画的育成 

(ア) 積極的登用の推進 

女性職員の多様な役職への計画的かつ積極的な登用を推進します。 

(イ) 出向機会の確保 

女性自身の個性，能力，意欲等を総合的に判断し，適任者に対し

て，国･民間企業･他団体等への出向機会を確保します。   
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ウ キャリア形成支援 

(ア) 研修機会の確保 

キャリアアップの意識を高め，リーダーシップ等の手法を身につけ

ることを目的として，自治大学校の女性幹部養成支援プログラム等の

外部研修や自治研修センターで実施する「女性職員キャリアサポート

研修」を活用し，自らのキャリアについて考える機会を確保します。 

(イ) 相談体制の構築 

新規採用職員の育成と採用後５～１０年程度の職員（若手職員）の

コミュニケーション能力や指導力等の向上を図るため，若手職員が先

輩職員として新規採用職員の相談に応じる「新規採用職員アドバイザ

ー制度」等を活用し，若年層職員の資質向上に努めます。 

 

(4) 目標 

女性職員の職域拡大を図るため，様々な部門に女性職員を配置するよう

努めます。 
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３ 登用 

(1) 現状 

管理的地位（課長級以上）にある職員に占める女性職員の割合 

（令和８年４月１日現在（速報値）） １６．１％ 

 

各役職段階に占める女性職員の割合（令和８年４月１日現在（速報値）） 

部長級・次長級８．９％ 課長級１８．４％ 補佐級２５．０％             

 

【過去５年間の管理的地位にある職員に占める女性職員の割合】 

 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1(速報値) 

割合 11.5% 12.3% 14.0% 15.3% 16.1% 

 

(2) 課題 

近年は，女性職員の採用が増えているものの，まだ，役職段階に就ける

女性候補者が少ない状況にあります。 

管理的地位にある職員への積極的な登用に加え，管理的地位の一段階前

の地位にある補佐級の地位に占める女性職員の割合を引き上げ，女性の人

材の層を厚くしていくことが必要となっています。 

 

(3) 具体的な取組 

女性職員の登用に当たっては，職員の家庭事情などに可能な限り配慮し

ながら，職員の経験，能力等を総合的に判断して，適材適所の配置を行っ

てきました。 

今後さらに，多様な役職への積極的な配置や政策形成能力が必要とされ

る業務への配置などを通じて，将来の管理職候補となるべき女性の育成を

図りつつ，管理的地位にある職員への女性の登用を推進します。 

 

(4) 目標 

管理的地位に占める女性職員の割合を２０％に引き上げます。 
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４ 長時間勤務の是正等の男女双方の働き方改革 

(1) 現状 

男女別の離職率（令和７年３月３１日現在） 

男性 １．３％  女性 ２．７％ 

 

       ○ 離職者の年代別割合 

年代 男性 女性 年代 男性 女性 

19～24歳 9.1% 5.4% 45～49歳 2.3% 8.1% 

25～29歳 25.0% 27.0% 50～54歳 9.1% 8.1% 

30～34歳 20.5% 16.2% 55～59歳 13.6% 13.5% 

35～39歳 15.9% 16.2% 60～64歳 4.5% 2.7% 

40～44歳 0% 2.7%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次有給休暇の取得率（令和６年） 

 男性 女性 

 
平 均 取 得 日 数 １３．６日 １３．３日 

５日未満取得者割合  １．６％  ２．５％ 

 

(2) 課題 

超過勤務時間については，年間を通じて更なる縮減を図るとともに，繁

閑の格差を是正するために，業務効率化や平準化を図る必要があります。 

また，職業生活と家庭生活の両立が困難であることを理由とする離職を

抑制するために，長時間勤務の改善や年次有給休暇の取得促進を通じて，

女性職員の継続勤務年数を引き上げる必要があります。 
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(3) 具体的な取組 

ア 超過勤務の縮減 

 超過勤務の縮減については，これまでも業務の見直しや定時退庁日の

設定，管理職員等の意識の徹底，巡回指導等に取り組んでいます。今後

とも，超過勤務を命じる時間の上限等の制度の趣旨を踏まえ，次に掲げ

る取組をはじめ，一層の縮減に向けた取組を進めていきます。 

(ア) 小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職員の深夜勤務及

び超過勤務の制限の制度の周知 

小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職員に対して，養

育のための深夜勤務及び超過勤務の制限の制度について周知します。 

(イ) 定時退庁日等の徹底 

 定時退庁日（毎週水曜日等）を引き続き設定し，庁内放送により注

意喚起するほか，各部局等毎に，少なくとも月に一日以上の「定時退

庁日を設定」します。 

 また，毎日，一定時刻にチャイムを鳴らし，退庁しやすい雰囲気づ

くりに努めます。 

(ウ) 事務の簡素合理化の推進 

 生成ＡＩなどのＩＣＴの活用や，デジタル技術を活用した業務改革

（ＢＰＲ），調査・照会等の見直し，会議，行事・イベント等の廃止・

縮減・効率化や資料の簡素化などの方策により，業務執行の効率化・

簡素化を推進します。 

(エ) 応援体制等の措置 

 管理監督者は，所属職員の勤務状況等の実態を十分に把握し，必要

に応じて業務の再配分や職員の一時配置による応援体制を検討するな

ど適切な事務配分に努めます。 

(オ) 超過勤務の縮減のための意識啓発等 

 超過勤務の縮減のための取組の重要性について，管理職をはじめと

する職員全体で更に認識を深めるとともに，次に掲げる取組により，

超過勤務縮減に向けた意識啓発を行います。 

・部局長等による部局内各所属長に対する超過勤務等に関する認識の

徹底と指導助言 

・管理職員等に対する「超過勤務等の取扱要領」等の周知徹底 

・「超過勤務縮減チェックリスト」の活用 

・管理職員等に対する研修や各種会議等での適正な超過勤務管理指導 

・管理職員による巡回指導 
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(カ) 勤務時間管理の徹底等 

管理監督者は，日々の事前命令や事後確認を通じて，業務の内容や

必要性・緊急性の把握に努めるとともに，庶務事務システムを活用し

たパソコンのログ情報及び超過勤務実績との照合等により，職員の勤

務実態を的確に把握し，ログイン時間等との乖離が生じないよう，適

切な管理に努めます。 

 

イ 休暇の取得の促進 

職場における休暇の取得を促進するため，次の取組を実施します。 

また，子育てのための休暇を取得しやすい環境づくりに努めます。 

(ア) 年次有給休暇の取得促進 

 計画的な年次有給休暇のより一層の取得促進を図るため，管理職員に

年次有給休暇の取得促進の趣旨を周知するとともに，年間を通じて休暇

取得を段階的に促したり，職場の業務予定について職員への早期周知を

図り，一月毎に職員から休暇取得計画表を提出させるなど，年次有給休

暇を取りやすい雰囲気の醸成や環境整備を行います。 

特に，「育児の日」又はその前後を含めて，月に１日程度は全ての職  

員が休暇を取得できるよう配慮することとします。 

(イ) 連続休暇等の取得の促進 

 ゴールデンウィーク期間，夏季等における連続休暇，職員やその家

族の誕生日等記念日における年次有給休暇，学校行事への参加等のた

めの積極的な年次有給休暇等の取得の促進を図ります。 

 また，ゴールデンウィーク期間等における会議等の自粛を行います。 

(ウ) 看護等休暇の周知徹底 

 子どもの看護，学校行事への参加等のための特別休暇について周知

を図るとともに，当該休暇の取得を希望する職員が円滑に取得できる

環境を整備します。 

 

ウ 仕事優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 

 仕事優先や固定的な性別役割分担の意識等といった働きやすい環境を

阻害する諸要因を解消するため，管理職を含めた職員全員を対象として，

情報提供，研修等による意識啓発を行います。   
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エ 人事評価への反映 

仕事と生活の調和の推進に資するような効率的な業務運営や良好な

職場環境づくりに向けて採られた行動については，人事評価において適

切に評価を行います。 

 

(4) 目標 

年次有給休暇の平均取得日数を１５日とします。 
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５ 家事，育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備 

(1) 現状 

男女別の育児休業取得率及び平均取得期間（令和６年度） 

 男性 女性 

 
育 児 休 業 取 得 率 ８０．０％ ９７．７％ 

平 均 取 得 期 間 ３．７月 １５．８月 

 

男女別の育児休業取得期間の分布状況（令和６年度） 

 男性 女性 

 １週間未満  １．４％  ０．０％ 

１週間以上２週間未満  ２．８％  ０．０％ 

２週間以上１月以下 ４３．１％  ０．０％ 

１月超３月以下 １９．４％  ０．０％ 

３月超６月以下 １６．７％  ０．０％ 

６月超１２月以下 １３．９％ ４１．９％ 

１２月超２４月以下  ２．８％ ４６．５％ 

２４月超  ０．０％ １１．６％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性職員の配偶者出産休暇，育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数（令和６年度）  

 休暇取得率 平均取得日数 

 

配 偶 者 出 産 休 暇 

（ 出 産 補 助 休 暇 ） 
１００％ ２．７日 

産 前 ・ 産 後 休 暇 １００％ ３．６日 

 

1.4% 2.8%

43.1%

19.4%

16.7%

13.9%

2.8%

男性
１週間未満

１週間以上２週
間未満
２週間以上１月
以下
１月超３月以下

３月超６月以下

６月超12月以下

12月超24月以
下

41.9%

46.5%

11.6%

女性

６月超12月
以下

12月超24月
以下

24月超
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両立支援制度の男女別利用実績（令和６年度） 

 男性 女性 

 結 婚 休 暇 ３６人（ ５．６日) ２１人（ ５．８日) 

育 児 休 暇 ※ ３人（２８．３回) ２人（２３．０回) 

看 護 休 暇 ※ ５１６人（ ２．９日) ２９４人（ ３．３日) 

短 期 介 護 休 暇 ※ ３７人（ ２．７日) １２人（ ３．２日) 

介 護 休 暇 １人 １人 

介 護 時 間     ０人（ ０．０日) ０人（ ０．０日) 

部 分 休 業 ２人     ４０人 

育児短時間勤務 １人     １１人 

※ 取得人数は延べ人数であり，（）書きは平均取得実績 

 

(2) 課題 

育児休業については，女性の取得率は１００％となっているものの，男

性の取得率，取得期間は，いずれも低い水準となっています。 

また，配偶者が出産するときの特別休暇の取得状況については，一定の

取得実績がありますが，更なる取得促進を図る必要があります。 

さらに，職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度の取得状況

については，取得実績の少ない制度もあり，引き続き，制度の周知を図る

必要があります。 
 

(3) 具体的な取組 

ア 妊娠中及び出産後における配慮 

 母性保護及び母性健康管理などを適切かつ有効に実施するため，妊娠

中及び出産後の職員に対して，次の休暇等について積極的に周知すると

ともに，情報の提供，相談体制の整備等を実施します。 

また，配偶者が流産・死産（人口妊娠中絶を含む。）をした職員に対

して，配偶者の支援のため，休暇を取得しやすい環境を整備するなどの

取組を実施します。 

・保健指導・健康診査のために勤務しないことの承認 

・産前・産後休暇など 

・深夜勤務及び超過勤務の制限など 

 また，あわせて，出産費用の給付などの経済的な支援措置についても

周知します。   
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イ 男性の子育て目的の休暇等の取得促進 

 親子の時間を大切にし，子どもを持つことに対する喜びを実感すると

ともに出産後の配偶者を支援するため，配偶者が出産するときの特別休

暇（出産補助休暇並びに産前・産後休暇）及び育児休業について周知し

ます。 

 また，特別休暇及び育児休業を取得することについて，職場における

理解を得られやすくするため，休暇等取得計画表を提出させるなどの環

境づくりを行います。 

 

ウ 育児休業等を利用しやすく，育児休業後に職場復帰しやすい 環境の

整備等 

 育児休業，部分休業及び育児短時間勤務を利用しやすく，また，育児

休業後の職場復帰が円滑に行われるような環境を整備し，育児休業，部

分休業及び育児短時間勤務を希望する職員について，その円滑な利用を

促進するため，次の取組を実施します。 

(ア) 育児休業制度等の周知 

 男性職員についても育児休業等を取得できることや，育児休業等の

制度の趣旨及び内容や休業期間中の育児休業手当金等の経済的な支援

措置について周知します。 

 特に，配偶者が産後休暇中においても，男性職員の育児休業の取得

が可能であるため，積極的な取得を促進します。 

 また，育児休業を実際に取得した職員の体験談の作成・配布，業務

や収入に与える影響が小さい１箇月以内の短期の育児休業に係る収入

モデルの提供などにより，男性職員に対して，育児休業等を取得する

ことのメリットを周知するとともに，育児休業等の取得に対する不安

軽減を図ります。 

(イ) 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

 育児休業等に対する職場の理解を高めるとともに，育児休業等を取

得しやすい雰囲気を醸成します。 

(ウ) 育児休業及び育児短時間勤務に伴う代替要員等の対応 

育児休業等を取得した職員の業務を円滑に処理することができるよ

う，必要に応じて，当該育児休業等の期間について当該業務を処理す

るための業務の代替要員確保や，業務内容や業務体制の見直し等を実

施するとともに，当該職員や周囲の職員に対して周知します   
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(エ) 育児休業を取得した職員の円滑な職務復帰の支援 

育児休業を取得している職員が円滑に職務に復帰できるよう，本人

の意欲・能力をいかしながら働くことのできる職場環境の整備に向け

た取組や，育児休業期間中の職員に対する業務に関する情報提供や，業

務分担の見直しなど必要な支援を行います。 

 

(オ)  男女がともに仕事と子育てを両立できる環境の整備 

 育児休業等を取得し，又は子育てを行う職員が就業を継続し，活躍

できるようにするため，次の取組を実施します。 

ａ 子育て中の職員に向けた取組 

・ 育児と仕事の両立支援制度の利用や配偶者との家事分担等を促す

ための意識啓発等の取組 

・ 育児休業中の職員に対する情報提供・能力開発などの円滑な職場

復帰の支援等による両立支援制度を利用しやすい環境の整備 

ｂ 管理職等を対象とした取組 

・ 管理職等による仕事と子育ての両立の推進及び子育て中の能力発

揮に向けた職場風土の改革に関する研修等の取組 

・ 働き続けながら子育てを行う職員のために必要な業務体制及び働

き方の見直し等に関する管理職研修 

・ 育児などの職員の状況に配慮した人事 

ｃ 部局長等による仕事と子育ての両立支援の推進が重要であるとい

う考え方を明確にした強いメッセージの発信 

 

(カ) 柔軟な働き方を実現するための取組の実施 

働き続けながら子育てを行う職員が子育てのための時間を確保でき

るようにするため，子どもを育てる職員のうち希望する者が利用でき

る制度の周知に努めます。 

 

(キ) 子育てのために必要な時間帯や勤務地に関する配慮 

子どもの規則的な生活習慣などのために職員の勤務時間帯に配慮が

必要な場合に，その事情に配慮した措置を実施します。 

また，人事異動に当たっては，これまでも，職員の家庭事情などに可

能な限り配慮しながら，職員の経験，能力等を総合的に判断して，適材

適所の配置を行ってきましたが，今後とも，子どもの養育等の状況に配

慮します。 
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(ク) 子や家庭の状況に応じた両立支援の実施 

職員の子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合，ひとり

親家庭など，子の心身の状況や職員の家庭の状況により職業生活と家

庭生活の両立に支障となる事情がある場合に，その事情に配慮した措

置を実施します。 

 

(ケ) 心身の健康への配慮 

子を養育する職員等に対し，夜間の勤務や長時間労働等により心身

の健康の不調が生じることのないよう，当該職員について配慮するこ

とや，職員自身による心身の健康保持を促すことを行います。また，勤

務間のインターバルの確保に向けた取組を推進します。 

 

エ 保育施設の設置等 

 職員のニーズも踏まえつつ，保育施設の整備など子育てを行う職員の

支援方策の充実について検討を行った上で，適切な対応を図ります。 

 

 

(4) 目標 

育児休業取得率を女性１００％，男性８５％（１週間以上の取得率）と

します。 

男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率を１００％

とします。 

 


